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〈
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本
庄
市
浄
化
槽
設
置
補
助
金

　
市
で
は
、
単
独
処
理
浄
化
槽
又

は
汲
取
り
便
槽
を
合
併
処
理
浄
化

槽
へ
転
換
す
る
場
合
、
一
定
の
条

件
を
満
た
す
も
の
に
予
算
の
範
囲

内
で
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
は
、

水
辺
環
境
の
改
善
に
つ
な
が
り
ま

す
の
で
、
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
今
年
度
分
の
補
助
金
は
、

工
事
完
了
後
の
実
績
報
告
書
を
令

和
2
年
３
月
10
日
㈫
ま
で
に
環
境

推
進
課
（
市
役
所
４
階
）
に
提
出

し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
条
件
と
な

り
ま
す
。

★
環
境
推
進
課
☎
25-

１
１
７
３

在
宅
重
度
心
身
障
害
者
手
当

支
給
制
度

　
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
住
民
税

非
課
税
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
に
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

対
象

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
又
は
２

級
所
持
者

②
療
育
手
帳
Ⓐ
又
は
Ａ
所
持
者

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
所
持
者

④
超
重
症
心
身
障
害
児
（
20
歳
未

満
）
と
認
め
ら
れ
た
方

⑤
①
～
④
に
相
当
す
る
と
認
め
ら

れ
た
方

※
た
だ
し
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
は
対
象
外
で
す
。

○
施
設
入
所
し
て
い
る
方

○
65
歳
以
上
で
新
た
に
障
害
者
手

帳
を
取
得
し
た
方

○
特
別
障
害
者
手
当
又
は
障
害
児

福
祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

(

超
重
症
心
身
障
害
児
は
除
く)

手
当
額　
月
額　
５
０
０
０
円

★
障
害
福
祉
課
☎
25-

１
１
２
５
・

蕭

23-

１
９
６
３
、
支
所
市
民

福
祉
課
☎
72-

１
３
３
３
・
蕭

72-

１
６
３
０

武
道
館
等
の
使
用
停
止

　
本
庄
市
若
泉
運
動
公
園
武
道
館

(

終
日)

及
び
弓
道
場(

夜
間)

は
、

工
事
の
た
め
令
和
２
年
１
月
の
一

か
月
間
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

若
泉
第
一
グ
ラ
ウ
ン
ド
夜
間
照
明

は
１
月
か
ら
２
月
末
ま
で
使
用
で

き
ま
せ
ん
。
な
お
、
受
付
業
務
は

通
常
通
り
行
い
ま
す
。

★
体
育
課
☎
25-

１
１
５
２

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

◎ホームページバナー広告随時募集中！
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
　　　　　　　　        ★広報課☎25-１１５５

 市長コラム
   しんげの一言メッセージ

お
知
ら
せ

※
声
の
広
報
（
録
音
Ｃ
Ｄ
）
の
貸
し
出
し
は
、
図
書
館
本
館
・
児
玉
分
館
・
広
報
課
へ
。

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
★
広
報
課
☎
25
‐
１
１
５
５

本庄市長

償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
）

の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す

　
土
地
及
び
家
屋
以
外
の
事
業
用

に
供
し
て
い
る
有
形
資
産
で
、
そ

の
減
価
償
却
費
が
所
得
の
計
算
上
、

損
金
又
は
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ

る
も
の
は
、
償
却
資
産
に
該
当
し

ま
す
の
で
、
令
和
2
年
１
月
１
日

現
在
で
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い

る
方
は
、
左
記
の
期
限
ま
で
に
申

告
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象
資
産　
市
内
に
所
在
す
る
事

業
用
の
償
却
資
産
（
例　
駐
車

場
の
舗
装
、看
板
、機
械
、器
具
、

太
陽
光
発
電
設
備
、
備
品
等
）

申
告
期
限　
令
和
2
年
１
月
31
日

㈮
提
出
先　
課
税
課
資
産
税
家
屋
係

(

市
役
所
１
階
）

★
課
税
課
☎
25-

１
１
２
１

ガ
ソ
リ
ン
を
携
行
缶
で
購
入

さ
れ
る
方
へ

　
７
月
18
日
に
京
都
府
京
都
市
伏

見
区
内
の
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

ス
タ
ジ
オ
に
お
い
て
、
多
数
の
死

傷
者
を
生
む
こ
と
と
な
っ
た
極
め

て
重
大
な
人
的
被
害
を
伴
う
爆
発

火
災
が
発
生
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
、
同
様
の
火
災
発

生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
ガ

ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
に
お
い
て
ガ
ソ

リ
ン
を
携
行
缶
で
購
入
す
る
方
に
、

身
分
証
提
示
に
よ
る
身
元
の
確
認

や
使
用
目
的
の
問
い
か
け
を
行
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
ガ
ソ
リ
ン
携
行
缶
の
取

り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
消

防
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は
当
消
防

本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

★
児
玉
郡
市
広
域
消
防
本
部
予
防

課
☎
24-

８
３
９
２

健
康
づ
く
り
に
関
す
る
市
民

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
く
だ

さ
い

　
市
で
は
、
「
子
ど
も
か
ら
お
年

寄
り
ま
で
、
健
や
か
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
ま
ち
」
を
実
現
す
る
た

め
に
、
「
本
庄
市
健
康
づ
く
り
推

進
総
合
計
画
」
を
策
定
し
、
健
康

づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
、
次
期
計
画
を
策
定
す
る

た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　
調
査
は
、
無
作
為
抽
出
し
た
20

歳
以
上
の
市
民
３
千
人
を
対
象
に

行
い
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
が

お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

★
健
康
推
進
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー

内
）
☎
24-

２
０
０
３

高
齢
者
福
祉
と
介
護
保
険
に

関
す
る
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

市
で
は
、「
本
庄
市
第
９
次
高

齢
者
福
祉
計
画
及
び
第
８
期
介
護

保
険
事
業
計
画
」
を
策
定
す
る
に

あ
た
り
、
高
齢
者
福
祉
や
介
護
保

険
に
対
す
る
市
民
の
意
識
を
把
握

す
る
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
12
月

に
実
施
し
ま
す
。

　
調
査
は
、
無
作
為
抽
出
し
た
市

民
３
千
人
を
対
象
に
行
い
ま
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
が
お
手
元
に
届

き
ま
し
た
ら
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

★
地
域
福
祉
課
☎
25-

１
１
２
７

　
介
護
保
険
課
☎
25-

１
７
１
９

本
庄
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員

を
募
集

　

こ
の
委
員
は
、
市
の
ス
ポ
ー

ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を

推
進
す
る
た
め
、
教
育
委
員
会
が

委
嘱
す
る
非
常
勤
特
別
職
で
す
。

　
活
動
内
容
は
、
実
技
指
導
や
指

導
助
言
、
各
種
ス
ポ
ー
ツ
事
業
へ

の
協
力
で
す
。
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
深
い
関
心
と

理
解
を
持
ち
、
熱
意
と
能
力
の
あ

る
方
を
募
集
し
ま
す
。

任
期　
令
和
２
年
４
月
か
ら
２
年

間
対
象　
20
歳
以
上
の
市
内
在
住
・

在
勤
者
（
学
生
を
除
く
）

募
集
人
数　
若
干
名

報
酬　
６
２
０
０
円
（
日
額
）

※
１
か
月
の
実
働
は
１
日
～
２
日

程
度
で
す
。

選
考
方
法　
書
類
選
考

※
結
果
は
応
募
者
あ
て
に
通
知
し

ま
す
。

申
込　
12
月
10
日
㈫
か
ら
体
育
課

(

市
役
所
４
階
）
で
配
布
す
る

所
定
の
書
類
（
申
込
書
兼
履
歴

書
等
）
に
記
入
の
う
え
、
原
稿

用
紙
等
に
「
本
庄
市
の
ス
ポ
ー

ツ
推
進
に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
」
を
４
０
０
字
以
内
に
ま
と

め
て
１
月
７
日
㈫
（
必
着
）
ま

で
に
左
記
へ
郵
送
又
は
直
接
持

参
（
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分
）

※
応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

応
募
先　
〒
３
６
７-

８
５
０
１

　
本
庄
市
本
庄
３-

５-

３

　
本
庄
市
教
育
委
員
会
体
育
課

★
体
育
課
☎
25-

１
１
５
２

両陛下と私たち
　天皇皇后両陛下におかれては10月22日の即位の礼に
続き、11月10日には祝賀御列の儀（パレード）を無事
に終えられ、内外の多くの人々の祝福を受けられまし
た。14日から15日にかけては天皇ご一代に一度の大

だいじょう

嘗
祭が行われました。この大嘗祭の内容は秘儀とされて
おりますが、ご即位された陛下が天照大神はじめ我が
国の神々に全国から献上された穀物をお供えし、国の
安泰と国民の平安を至心に祈られる最も格式の高い神
道の儀式と言われます。本庄市からも小和瀬地区の大
和芋が献上されました。
　天皇、皇后というご存在は、国民の理想を鏡のよう
に映し出される、そう私は感じます。皇后陛下はかつ
て皇太子妃の時期に適応障害と診断されました。時間
をかけて少しずつ快復されましたが、そこには一貫し
て妃殿下をかばわれ見守られた当時の皇太子殿下と、
ご自身のお立場に誠実に向き合われ、快復に努められ
た妃殿下のお姿がありました。順風満帆ばかりが人生

ではないのは皇室も国民も同じです。辛いときや
苦しいときこそ互いにいたわり合い、誠実に歩み、
共に乗り越えてゆく…両陛下のこれまでのお姿は、
まさに世の夫婦の理想像であり、だからこそ我々
国民が抱く敬愛の念は、この度のご即位にあたっ
てより一層増しているのではないか、私はそう感
じるところです。
　令和の時代が平安であって欲しいと誰もが願う
ところですが、国際環境、地球環境を考えるとき、
日本および世界の前途は厳しいと私は覚悟してお
ります。しかし我が国には国民の幸せと世界の平
和を常に祈られる両陛下がおられます。これから
も国民統合の象徴として両陛下を仰ぎつつ、それ
ぞれの立場で家族や社会のために尽くし、より良
い日本と平和な世界を創っていきたいものです。


